
現在、新しい政党政治のあり方として、

各政党によるマニフェスト（政権公約）

の作成が脚光を浴び、具体的検討の進展

とともに、その内容が公表され始めてい

る。政権公約を国民との契約という視点

で考えれば、その契約の履行を果たすの

が政治の責務であり、約束（契約）を曖

昧にした政治に対して国民は投票という

手段で明確な意思表明をしなければなら

ない。私たちが、民間の中立的な立場で

マニフェストの評価を行おうと考えたの

は、選挙で政策本位の政権選択を問うた

めにも、政党側と私たち国民との間に常

に緊張感ある関係を構築することが重要

だと考えたためである。換言すれば、政

党側に安易で不明瞭な公約を許さず、そ

の達成を適宜適切に評価、公開し、その

実行を国民が恒常的に監視する仕組みを

作ろうという試みである。

またこうした民間による評価作業を定

着させることによって、①政党の公約と

その実行に向けた責任と緊張感ある官民

の政策論争の確立、②政権による政策運

営の透明性・実効性への寄与、③政策実

行の適切な判断材料の提供によりマニフ

ェストに基づく政党政治の確立、ひいて

は政策を軸とした国民の政治参加を促し

たいというのが我々の願いである。

小泉改革の評価を行う意義

言論NPOでは、マニフェストの評価作

業を本格化させるための準備作業として

「小泉改革」の評価作業を、専門チームを

中心にこの4月から行ってきた。先の総

裁選で再選された小泉首相は、その構造

改革路線の継続で党内を一応まとめたこ

とになる。11月に予定される総選挙では、

小泉氏の公約と他党のマニフェストとの

優劣が選択されることになるが、これま

で政権を担当してきた小泉改革の評価を

行うことは、次期総選挙での争点、対立

軸を描き出すだけではなく、今後の政党

のマニフェストやその実行の評価を行う

際の課題を浮き彫りにすることになると

私たちは考えた。

評価案は分野毎に政策作業チームを設

置し、その中での徹底的な議論をベース

に政治家、官僚、各界の有識者・専門家

など40人を超す人からヒヤリングを行い、

その結果も十分踏まえつつ、取りまとめ

ている。また言論NPOに参加する500人

近い有識者の会員にも同時に評価選択の

アンケートを実施し、評価作業に反映さ

せることにした。

小泉政権の評価を行うにあたって、私
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たちは経済財政諮問会議の「骨太の方針」

を政権の公約として位置付け、その政策

ごとの目標や実行プロセス、成果を評価・

検証することにした。本来、マニフェス

トとは政党が作成するものであり、与党

自民党と対立を続けてきた小泉政権が作成

した公約をマニフェストと見なすことには

矛盾があるが、現在の状況を従来型の与

党、官僚主導の政策決定プロセスを首相

主導に変えるという政策形成プロセスの変

革が進みつつある中での過度的な現象とみ

るならば、問題は少ないと判断した。

自民党の前回選挙での公約と小泉政権の

政策目標は一致していないが、小泉政権誕

生直後の2001年5月に行われた所信表明

演説の具体化が「骨太の方針」であるこ

と、また小泉政権において諮問会議の役割

が極めて重要視され、総裁選挙での小泉氏

の政策も「骨太の方針」をその骨格にまと

めていること等を考慮すると、「骨太の方

針」をマニフェストと見立てて評価するこ

とは、重要な意義があると考えられる。

今回、公表するのは「骨太の方針」で政

策目標が設定された小泉改革の主要8分野

の評価書である。なお、明確な評価を行

うためには、一定の評価基準にしたがっ

て数値による採点を行う必要があるが、採

点の公表は現時点では見送ることにした。

現段階での採点公表は私たちが進めた政策

評価の真の意図を離れ、それ自体が一人

歩きする可能性があるからである。した

がって、今回の「小泉改革評価」の結果

は定性評価に止めたが、これもこれから

本格的に始まるマニフェスト評価のいわば

準備作業と位置付けられるためである。

政策評価の基本スタンス

まず初めに、言論NPOによる政策評価

の基本的なスタンスを明らかにする。

第一に、私たちの政策評価は、あくま

で民間サイドの中立的な立場からの評価で

あり、政治や、いかなる政党からも中立・

独立の立場を堅持することを強調したい。

第二に、評価者の主観や裁量を極力排

したできるだけ客観性の高い評価を行う。

本政策評価は、現政権の批判そのものを

目的としている訳では無く、政策評価の

実施を通じて日本の真の政策課題は何か、

その目標達成の障害となっている本質的

問題点は何かを抽出したいと考える。

第三に本政策評価を通じて公約と政策の

実行プロセスの制度的障害は何か、またそ

の障害を取り除き改革プロセスを加速させ

るためには何が必要かを明らかにしたい。

第四に、小泉改革の評価を通じて、来

る総選挙において与野党各党が真に争点

とすべき点は何かについても提示したい。

言論NPOによる政策評価基準

マニフェスト型の政治が実現しているイ

ギリスでは、マニフェストに求められる

政策目標にSMART、すなわち明確性

（Specific）、測定可能性（Measurable）、達

成可能性（Achievable）、妥当性（Relevant）、

期限明示（Timed）の5つの基準がある。

だが、日本の政党の公約はいまだスロー

ガン的、総花的なものが多く、そうした

基準に沿った公約は少なく、評価を難し
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いものにしている。小泉改革も「骨太の

方針」や「改革工程表」には具体的な政

策に数値目標の例示は極少なく、その数

値目標ですら実現した内容が当初の設定し

た目標に合致していないケースが多い。

こうした状況の中で、私たちの評価作

業は当初から迷路に踏み込むように何度

も暗礁に乗り上げた。私たちは当初、政

策項目のそれぞれの成果を測定するため

に各省庁や関連の部署にひとつひとつあ

たっていったが、その評価は決して容易

ではないことが判明した。そうした把握

を当事者ですら行っていないことが多い

からだ。また「骨太の方針」では各省庁

や政治側との調整が遅れているため「推

進する」「検討する」との記述が多く、諮

問会議と関係省庁間で基本認識自体が食

い違っているにも関わらず、骨太の文章

上では「同床異夢」で表記されるケース

も多かった。つまり、マニフェストとし

て想定した骨太の方針でさえ、多くの政

策課題で評価可能な公約という基準を満

たしていないのである。

ただ、これは小泉内閣の限界ではなく、

日本のこれまでの政府による政策運営が

国民に対してよりも党内基盤の維持を強

く意識して打ち出されていたことに問題

がある。むしろ小泉改革は既存制度の中

に深く組み込まれた政策決定システムの

変革を迫ったが故に、こうした問題点や

障害が浮かび上がったといえる。

これらの状況を踏まえて、私たちは評

価作業を振り出しに戻し、小泉改革の主

要8分野に対して政策運営の評価を行う

ことにした。この際、以下のような考え

方に基づいて、構造改革の各分野毎に評

価書を作成した。ここでは、改革の理念、

目標、目標達成の手段が明確であり妥当

であるか、さらに政策手段の整合性、改

革の実績、達成度を評価することにした。

その際、単純な結果のみの評価ではなく、

改革の優先度、難易度をも十分に考慮す

ることにした。

また一時点における静態的な評価より

も、動態的な評価軸に重点を置き、①過

去の政権と比べた場合の相対評価、②掲

げられた目標から判断して最低限期待さ

れるレベル対比の達成度評価、③将来の

達成可能性に対する期待値評価などを総

合的に評価した。とくに、将来の期待値

評価に関しては、制度化された既存の政

策決定プロセスや党内の反発などの障害

をいかに克服しようと努力したのかを重

視した。こうした評価を基本にしたのは、

小泉改革が従来までの政治とは異なり、過

去の硬直した政治基盤や制度、政策プロ

セスに本格的なメスを入れたもので、そ

の効果は短視眼的かつ静態的には判定す

べきでないと考えたためである。また政

策課題によっては外部環境の変化などで

目標達成が崩れたとしても、改革の方向

性が正しく、失敗を立て直す新たな対策

が描かれた場合には、適正に評価するこ

とにした。

なお、分野毎の政策評価に当たっては、

2001年度～2003年度の3回の「骨太の方

針」を軸に①小泉構造改革は何を目指そ

うとしたのか、すなわち構造改革の最終

目標を明らかにし、②最終目標実現のた

めにどのような中間目標を設定したのか
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（期限、財源の明示の有無も含めて）といっ

たファクト・ファインディングを行った。

その上で次のステップとして、各分野に

おける政策評価の基準として、以下の5

点を盛り込む形で定性評価を行っている。

①改革の理念・ビジョンの明確性、適

切性に対する評価。②改革の具体的目標、

スケジュール・期限等についての明確性・

妥当性に対する評価。③改革の具体的内

容の妥当性に対する評価。例えば、目標

達成の手段の適切性や改革の実効性など

に対する評価。④改革の具体的内容と理

念・ビジョン・目標との整合性に対する

評価。例えば、政策相互の矛盾、骨抜き、

先送りがないかどうかなど。⑤改革の実

績・達成度についての評価。その際、単

純な結果のみをベースとしたから評価で

はなく、改革の優先度、難易度を十分考

慮しつつ評価を行う。

小泉内閣に対する全体評価

小泉内閣による構造改革の基本指針は、

経済財政諮問会議が毎年6月に公表する

「経済財政運営と構造改革に関する基本指

針（いわゆる骨太の方針）」に端的に示さ

れている。我々は、2001年度以降2003年

度までの3回にわたる骨太の方針、なら

びにそこでの議論、そこで掲げられた政

策目標、その実現を点検した。骨太の方

針が毎年更新されることは、公約の性格

から言って矛盾を抱えるが、これらは公

約の具体化であり、基本は先の所信表明

とその具体化である骨太の方針の第一弾

にあると判断した。

そうした視点でみた場合、小泉構造改

革が目指す最終的な目標は、サプライサ

イドの強化或いは資源配分の効率化によ

る経済再生であるといえる。骨太の方針

第一弾（2001年6月）によれば、経済成

長を生み出すには、「創造的破壊」を通じ

て、労働や資本等の経済資源を成長分野

へ移動させることが必要であり、そのた

めには、市場メカニズムや競争を阻害し

ている要因を取り除く必要があるとの基

本認識が示されている。要するに、小泉

構造改革の狙いは日本経済に「市場経済

原理」を貫徹させることにある。道路公

団・郵政事業の民営化や「構造改革特区」

などの規制改革が小泉改革の目玉となっ

ているのも、「民にできることは民に任せ

る」という市場経済原理重視のスタンス

が貫かれているためであるといえよう。

そうした基本理念を背景に、小泉首相

は何を構造改革の目標に据え、国民に公

約をしたのか。小泉氏が平成13年5月の

所信表明演説で真っ先に掲げたのは、前

森政権の緊急経済対策の実行であり、そ

の中核は不良債権と企業の過剰債務の一

体的解決である。これに加えて、競争的

な経済システムの形成、財政健全化を三

つの改革の柱として、その断行を約束し

ている。まさに経済の建て直しが公約の

中心であり、その際、達成時期、数値目

標を合わせて明らかにし、不良債権問題

では「2年から3年以内での正常化」（オ

フバランス化）を公約し、その期間内を

「集中調整期間」と位置付けた。財政健全

化については、2010年代初頭にプライマ

リー・バランスを黒字化させるという中
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期目標の下で、平成14年度予算での国債

発行額を30兆円以内に抑えることが打ち

出される。こうした財政構造改革を通じ

て「小さく効率的な政府」を実現するこ

とが、財政の持続可能性を高め国民の将

来不安を和らげるとともに、資源配分の

重点化や効率化によって財政赤字削減と

経済活性化の同時達成を実現することに

つながるとの認識に基づくものである。

今年9月の総裁選で小泉氏は「構造改

革の芽が出つつある」と自己評価したが、

国民への公約という視点で考えれば、そ

の達成度評価は日本経済立て直しのため

に設けた「集中調整期間」における改革

の進捗状況がまず対象になる。その点か

ら全体評価を試みれば、当初設定した目

標はその後、いずれも計画の見直しや先

送りに追い込まれ、最優先課題の不良債

権処理についても不良債権比率は改善の

兆しをみせているものの、依然として水

準が高く出口が見えたわけではない。ペ

イオフは再び延期となり、「集中調整期

間」1年延長を余儀なくされている。また

財政の健全化は基本線で貫かれたといえ

るが、税収の落ち込みで30兆円枠は破綻

しプライマリー赤字はむしろ拡大した。こ

のため、当面の財政健全化目標は歳出総

額に対するキャップ設定に変更されたが、

これと10年後のプライマリー黒字化目標

の整合性は必ずしも明確でない。

もちろん、数値目標の達成が遠のいた

背景には、デフレの深刻化により税収の

大幅な落ち込みや大量の不良債権が新規

発生した実情がある。したがって、表面

的な数値のみをもって改革が停滞してい

ると結論付けることはできない。ただ、

目標の再設定やそのための新たな政策目

標、手段の設定に追い込まれたのに、そ

の原因についての説明責任が必ずしも十

分でなかった点も否定できない。

勿論、新たな目標設定が当初目指した

改革の方向性を維持・強化し、さらに有

効な政策パッケージが提示されるのであ

れば、小泉首相がいう「政策強化」とい

う判断も成立つ。だが、その達成のため

の政策パーケージが明確かつ十分に描か

れたとは言い難く、現段階でこうした目

標の再設定についての評価を行うことは

難しいと言わざるを得ない。例えば、不

良債権問題とその裏側にある企業の過剰

債務問題の一体的な解決がなかなか進ま

なかったのは、金融サイドの処理が優先

され、デフレの克服や金融と産業の一体

的な再生など包括的な枠組みの提示が遅

れたことに原因がある。金融政策・税

制・財政面からデフレ克服のための包括

的な政策パッケージが示されたのは、昨

年12月の「改革加速プログラム」以降で

あり、昨年10月に打ち出された産業再生

機構もこの5月になってようやくスター

トした。しかも、これらの対策がデフレ

克服に十分なものかどうかは不明である。

デフレの問題については様々な議論が

存在するが、すでに指摘したように、当

初の小泉政権のデフレに対する認識は甘

く、この問題での政府、日銀の政策協調

もなかなか進まなかった。また、小泉内

閣は中期的な財政健全化目標を堅持し、大

幅な財政出動による景気対策はとらない

ことを公約した政権である以上、規制改
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革を始めとしたミクロでの経済活性化策

の推進は不良債権処理や財政健全化と同

程度以上の優先順位を持って実施される

べきであった。

「競争的な経済システムの形成」は、小泉

改革において当初、第二の公約として打

ち出されたが、骨太方針に掲げられた「経

済活性化戦略」や「構造改革特区」を始

めとする規制改革がデフレ克服にどこま

で有効に機能したかも不明である。特に

新たな雇用創出を狙いとする「530万人雇

用創出」については、これが単なるアイ

デアの段階から、政府一体の計画として

閣議決定されたのは二年後の今年の春で

あり、計画に格上げされたことは評価に

値するが、その実効性を担保するための

制度改革や財政措置が具体的に提示され

ていない等、問題を残している。

最近の株価上昇や景気回復を一部には

改革の進展の結果と説明する向きもある

が、これを小泉改革の成果と判断できる

だけの根拠は乏しい。客観的にみれば、

最近の情勢変化は米国を中心とする世界

経済の回復や民間のリストラ努力による

企業の収益体質の改善によるものであり、

この2年間の日本経済・金融はペイオフ

延期・りそな銀行の国有化や中小企業に

対する信用保証の激増、雇用のセーフテ

ィーネット拡大などに象徴される通り、公

的保護の色彩が一段と強まっている。こ

れは、小泉内閣が目指す「市場経済化」

の方向とは逆行しているように見える。こ

うした現象を「市場経済化」を促進する

上での一時的かつ不可避の現象と見るの

か、改革プロセスの失敗とみるのかの評

価は現時点では困難である。

小泉内閣のマニフェストである骨太の

方針が閣議決定文書であることを勘案す

れば、将来における改革の実現は相当程

度担保されていると考える。しかし、そ

の大部分が途中で目標が変更されたり、三

位一体改革や社会保障制度改革、530万

人雇用創出計画に象徴されるように、今

年になってようやく具体的な動きが出る

など改革の歩みは遅く前途は多難である。

その意味で、小泉改革の真価が問われる

のは、まさにこれからの3年ということ

になる。

小泉構造改革の成果－動態的評価

小泉改革が目指す理念や方向性は、日

本経済がバブル崩壊後の後遺症と少子・

高齢社会の急速な進行など大きな環境変

化に晒される中で、資源配分を「官から

民へ」、「国から地方へ」と大胆に変革す

ることを通じて、日本経済の潜在的な成

長力を高めようというものであり、基本

的に妥当性を有すると思われる。戦後の

歴代内閣と比べた場合、小泉内閣の最大

の功績は、国民の目線で政策を行うこと

をベースに大胆な変革を志向し、自民党

中心・官僚主導の既存の仕組み、システ

ムの破壊を試みた点にある。

だが、与党と政府の政策のねじれ現象

ともいうべきこの矛盾は実際の政策を具

体化する過程では改革進展を阻む障害と

なって浮上したことも事実である。小泉

首相は利益誘導政治の主役を演じてきた

「族議員」を「抵抗勢力」に仕立て上げる
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ことで改革に対する国民の支持を取り付

けることには成功したが、骨太の方針も

総論から各論、具体論に進むにつれて党

内や各省庁の抵抗が強まり、諮問会議は

当初期待された「傘の頂点」という位置

づけから後退し、省庁やそれらの既存の

審議会との調整機関化の道をたどったか

らである。

こうした障害を乗り越え改革をさらに

進めるためには、首相の強いリーダーシ

ップの発揮や諮問会議の位置付けをどう

するかが問われたが、実際の政策課題を

クリアーする過程では、目標実現のため

の首相の指導力は必ずしも十分ではなく、

また政策目標や政策間の整合性、達成手

段自体の曖昧さも加わって、初期の骨太

の目標は十分達成できたとは言い難い。

その中で、あえて評価できる点は、予

算編成プロセスの変革である。これは、

従来型の自民党－財務省－各省庁という

予算編成プロセスを経済財政諮問会議が

予算編成の司令塔となる形で、中期的な

経済予測に基づいた中期的な経済財政計

画（「改革と展望」）を策定し、さらに同

会議が策定した骨太方針、予算編成の基

本方針に基づき毎年の予算編成が行われ

るという新しい仕組みに変革するもので、

利益誘導政治を排する上でその意義は大

きいといえよう。道路公団改革などにつ

いても、改革は途上であり、後述の通り

取り組み上の問題点はあるが、国民に利

益誘導政治の実態をさらけ出したことの

意義は大きく、他分野においてもこうし

た地道な改革努力が続けられることが、国

民の閉塞感の打破につながるものと期待

される。

つまり、小泉政権が描いた理念、政策

の基本方向は正しいと評価できても、そ

れを実現する政策のパッケージの提示と

優先順位、首相のリーダーシップとその

実行体制の障害がその評価を低いものに

止めている。動態的な評価軸を置いた評

価の議論が作業委員会で大きく分かれた

のは、その障害を乗り越えるためにはあ

る程度の時間が必要との認識が一部の委

員の中にあるからだ。また硬直化し制度

化された政治や政策決定プロセスを壊し

ながら政策を進めること自体、「岩盤に水

を注いで穴をあける」ようなものであり、

これまでにない大胆な首相のリーダーシ

ップを必要とするのも事実である。だが、

あくまでもプロセスの解体はそれ自体が

目標ではなく、国民に約束し掲げた政策

を実現するための大きな手段といえるも

のである。この点で言えば、小泉構造改

革の象徴ともいえる道路公団改革や郵政

民営化は、それに帰属する既得権益や政

治の構造を壊す突破口にはなったが、政

策論から言えば不必要な高速道路の新規

建設をストップする、或いは資金の流れ

を「官から民へ」反転させるという本来

の目的が見失われ、「民営化」そのものが

自己目的化している感が強い。

小泉内閣はある意味では既存の政党、官

システムの枠内でその枠組みを壊すこと

に政策課題の優先順位をつけた政権でも

ある。それが公約した政策の評価と乖離

を生み出すことにもなったが、それを改

革の過度的な状況と見るのかで評価委員

の意見は分かれた。この二つの重層する
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課題で十分な評価をえるためには、より

強い指導力や政策への理解が首相や内閣

全体に問われた。

既存の政権に対する外部評価はかなり

厳しいものになりがちだが、私たちはこ

の二年間半で進めた小泉改革の政策の枠

組みが、まさにこれからが実行するとい

う段階だという状況を十分理解し、その

実行に期待を込めながらも現段階では「方

向性は正しいが公約とその実行責任から

見れば決して十分ではない」と評価せざ

るをえない。

浮き彫りになった問題点

上記のような全体評価を踏まえて、各

分野における詳細な評価作業を通じて、小

泉構造改革が所期の成果を上げ得ていな

い原因、本質的問題点が浮き彫りになっ

たと考える。これは小泉政権のみならず、

他の政党にも問われる視点であり、次期

総選挙ではこうした問題が十分、議論と

なることを期待するものである。

第一に、改革に伴う「痛み」とは何かが

明確に示されていないことである。改革

に伴う「痛み」とは、例えば、不良債権処

理や緊縮財政に伴う失業や企業倒産など

がイメージされているが、それだけでな

くより広く捉えれば、「痛み」とは過去の

負の遺産処理に伴う国民負担や将来の国

民負担である。あらゆる改革を断行する

上で、国民負担（受益のサービスの引き

下げや負担の増加）の議論はもはや避け

て通れないことは明白である。にもかか

わらず、政治や政党、政府がどの程度の

国民負担が必要かという説明を意図的に避

けているように思われる。このことが、改

革が先送りないしは骨抜きにされていると

の批判が根強い最大の原因である。

例えば、資産デフレが続く下で、多く

の銀行が不良債権の処理の加速から実質

的に過小資本の状況に陥っており、銀行

の体力不足が不良債権の抜本処理とRCC

や産業再生機構などの枠組みを使った産

業の再生を妨げる要因にもなる。銀行に

自力で不良債権を処理する体力がないな

らば、自立でない銀行の整理と処理原資

に国民負担の必要性を議論し、それを決

断する必要がある。この点を回避すると、

必然的に政策は曖昧になり、問題の先送

りと将来におけるさらに大幅な国民負担

につながることになる。

こうした「負担」は道路公団の「民営

化」や、社会保障制度の改革についても

同様である。過剰債務の存在をそのまま

にした「民営化」企業が市場で存在でき

る保証はなく、年金制度改革を始めとし

た持続可能な社会保障制度を再構築する

ためには、既裁定者も含めた厳しい給付

カットと保険料引き上げ、公費（税）負

担の引き上げが避けられない。にもかか

わらず、現在の年金改革案では、基礎年

金の国庫負担2分の1への引き上げ問題を

意識的に棚上げするだけでなく、給付カ

ットと保険料引き上げの「痛み」を若年

世代に先送りする内容となっている。国

民負担を現役世代、高齢世代、将来世代

も含めてどのように分担するかというロ

スシェアリングの議論が正面からなされ

ない限り、改革の進展はなかなか期待で
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きない。

第二は、改革の優先順位付けにおける

誤りである。小泉内閣は、不良債権処理

と財政健全化に高いプライオリティーを

置いたが、前述した通り、現実には不良

債権問題の解決もプライマリー・バラン

スの改善もむしろ遠のく結果となってし

まった。骨太の方針の中でデフレの克服

が明示されたのは、2003年6月の骨太方

針第三弾においてであり、当初の小泉政

権のデフレに対する認識は甘かったと言

わざるを得ない。先にも触れたが、小泉

政権が中期的な財政健全化目標を堅持す

るのであれば、大幅な財政出動によらな

いミクロの経済活性化策の推進が不良債

権処理と同程度以上の優先順位を持って

実施されるべきであったといえる。さら

に、道路公団民営化や郵政民営化が構造

改革において高いプライオリティーを与

えられているが、こうした公的部門の改

革は官から民へと資金の流れを変えるこ

とがひとつの目的とされているが、日本

経済再生の上でいかなるプラス効果を持

つのかは必ずしも明確に説明されてはい

ない。デフレ克服と構造改革の関係、構

造改革相互間の整合性、優先順位が不明

確であったことが改革の成果が目立って

現れていない要因の一つといえよう。

第三に、小泉改革の目標が市場経済原

理の貫徹にあるにもかかわらず、公的管

理の色彩が却って強まっている理由は、旧

来型の弱者救済的発想の政策運営が未だ

に幅を利かせていることにある。公的関

与にはその期限、退出などのルールが必

要になる。私たちが問題視しているのは、

こうしたルールが定められないまま国民

負担の問題が曖昧にされ、「痛み」の回避

策として中小企業に対する過度な信用保

証や政府系金融機関の関与などが進めら

れていることだ。小泉内閣が目指す「市

場経済化」の方向とは明らかに逆行して

いるように見える。

この背景には国がセーフティーネット

として行うべき最低限の施策、すなわち

ナショナル・ミニマムはどこまでかとい

う明確な線引きがなされていないことが

ある。不良債権の処理促進と中小企業に

対する手厚い保護、金融行政における大

手銀行と中小地域金融機関のダブルスタ

ンダード、雇用面における戦略性の乏し

いセーフティーネットの拡充、補助金削

減と税源移譲を巡る国と地方の対立・綱

引き、基礎年金のあり方を巡る本質的議

論の欠如、これらはすべて市場経済原理

の対極に、国民各層の自立と自己責任原

則の貫徹がなければならないという当然

の帰結が見落とされていることの証左で

ある。小泉改革を称して将来のわが国経

済社会のあるべき姿が見えないとの批判

があるのも、こうした政策間の整合性と

曖昧さが背景になると考えられる。

改革を阻む真の障害は何か

以上のような問題点に加えて、構造改

革の推進を阻むより本質的な問題は、突

き詰めれば、与党自民党と小泉内閣の政

策のねじれ現象を解消できない政策決定

プロセスの未成熟さに求められる。戦後

わが国の政策決定プロセスは、与党自民
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党内の「部会」「調査会」等の党組織と各

省庁が結びつく形で、政府の政策が形成

されるという仕組みの上に成立っており、

自民党総裁としての首相はこうした仕組

みの上に乗ってボトムアップの形で政策

運営を行ってきた。

こうした状況の中で、構造改革を標榜

する小泉首相は、省庁再編に伴って新設

された「経済財政諮問会議」という政策

決定の場を有効に活用して、従来型の与

党・官僚主導の政策決定プロセスを首相

主導のトップダウンの仕組みに変えよう

とした。同時に、利益誘導型政治の主役

を演じてきた「族議員」を「抵抗勢力」に

仕立て上げることによって、改革に対す

る国民の支持を取り付ることに成功した。

このような政策決定プロセス変革の試み

と独自の政治手法は、この2年間の構造

改革の推進や自民党の派閥解体を促す上

でそれなりに有効に機能したと評価でき

よう。

だが、これはあくまでも過度的な現象

であり、こうしたトップダウンの仕組み

を構築するためには党と内閣との政策形

成の一元化や首相のリーダーシップを確

保するため閣僚の任免や公約へのコミッ

トメントが、当然必要になる。首相が公

約する政策課題を閣僚が批判し、または

実行を怠ることが放任されるようでは、首

相主導の改革は進まないであろう。また

経済財政諮問会議には学者・財界人など4

名の民間議員が政策形成のメンバーとし

て参加したが、この諮問会議の位置付け

が曖昧なことも骨太方針の具体化、遂行

に問題を残した。日本の政策決定プロセ

スを抜本的に変革し、構造改革を強力に

進めていく上で、経済財政諮問会議に期

待された役割は極めて大きかったが、そ

の性格の曖昧さや、民間議員の立場の中

立性、民間議員をサポートする体制の脆

弱さなどが改革の障害となっている。こ

うした障害を取り除くためには、諮問会

議の役割自体を強化するのか、あるいは

首相のトップダウン型政策運営が有効に

機能する仕組みを新たに作り直すのか、い

ずれにしても政策決定プロセスのあり方

を根底から見直すことが必要である。

以上に加えて、与党自民党と首相の政

策のねじれ現象を解消することが必要で

ある。先の総裁選はその一歩として期待

されたが、その後の組閣を見る限り、ま

だその体制は十分ではない。さらにそれ

を進めるためには、例えば、自民党三役

の入閣や、党の部会・政務調査会などの

役職を兼任した副大臣、政務官がチーム

を構成し、実質的に首相をサポートする

体制を構築するといったことも検討に値

しよう。自民党の派閥は今や完全に存在

意義を失っており、派閥の事情や個別の

利害関係ではなく、小泉改革を進める共

通の政策をベースとした政治家のチーム

として再構築される必要がある。

その意味で我々言論NPOは、小泉改革

がその内容やスピードの点で、当初の期

待と比べて不徹底あるいは不十分なもの

に止まっている最大の理由は、首相個人

のリーダーシップ不足のみに帰すべきで

はなく、小泉首相の試みた政策決定プロ

セスの変革が不徹底であることに起因す

ると考える。
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